
第 3 回 ｢産科医療補償制度運営委員会 ｣ 次第

日 時 : 平成 2 1 年 3 月 2 5 日 (水 )

午後 3 時 0 0 分~ 5 時 0 0 分

場所 : 評価機構 大会議室

1 . 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 2 回運営委員会の主な意見につ いて

2 ) 産科医療補償制度の動 向 につ いて

3 ) 審査 、 原因分析の準備状況に つ いて

( 1 ) 審査の準備状況について

( 2 ) 原因分析の準備状況について

4 ) 平成 2 1 年度運営経費について

5 ) そ の 他

3 . 閉 ･ 会

【 資料一覧 】

O 産科医療補償制度 補償請求用専用診断書 (補償認定請求用 ) ･ ･ 固国司

O 産科医療補償制度 補償対象基準に関す る証明書 ･ ･ 窿摺回

O 原因分析報告書案作成マニ ュ アル (案) ･ ･ 恆履回



1 ) 第 2 回運営委員会の主な意見について

( 1 ) 審査につ いて

0 児や家族が補償請求時に提出す る 資料について は分か り 易 く 示 し 、 ま たな るべ

く 減 ら して あ げた方が よ い。

○ 審査の結果、 補償対象 と な ら なかっ た場合 と 異議審査委員会のすべての事例に

ついて 、 ど う い う 請求で 、 ど う い う 判断を したかをプラ イ バ シーに配慮 した範囲

で運営委員会に報告 して ほ しい。

○ 補償対象外 と な る事例について 、 運営組織はその理由 の説明責任を果たす必要

が あ り 、 不支給の理 由 を付 して請求者に渡すべき 。 ま た 、 補償対象外 と な る 事例

を累積 し 、 運営委員会で議論 、 公表す る こ と で透明性が確保 さ れ る と と も に 、 分

娩機関側で補償請求のガイ ド ラ イ ン を示す こ と に も な る 。

○ 補償対象外 と 判断 した場合の意思決定主体や説明主体 、 説明責任の主体等につ

いて 、 あ ら か じ め文章化 し て 明示 してお く べき 。

○ 異議審査の 申 し立ての除斥期間や 、 異議 申 し立て を受 け てか ら 異議審査委員会

が結論を 出すま での期 間 は あ ら か じ め決めてお く べ き 。

( 2 ) 原 因分析 、 再発防止につ いて

○ 原因分析委員会等の各委員会の委員が重複す る こ と に は一定程度意味が あり 、

現時点で重複是非を硬直的に判断す る のではな く 、 弾力 的 に検討 した方が よ い。

○ 原因分析分科会 も含 め る と 各種委員会に相 当数の委員が必要であ る こ と か ら 、

委員確保については 、 医会や学会 、 弁護士会等の協力 を得な が ら 早め に進め てい

く 必要が あ る 。

○ 診療録 ･ 助産録等の記載事項については助産師会で も 周知 してい く 。 原因分析

に必要な助産所や院内助産師が関わ っ た事例については 、 複数の助産師が原因分

析に関わ る こ と と して ほ しい。

○ 原 因分析について 医会及び学会 と し て責任を持っ て取 り 組みたい と 考 え てお

り 、 法的な疑問点について も十分に答え られ る ス タ ンス で臨む も ので あ り 、 原因

分析委員会には弁護士に も 是非入っ ていただき たい。

○ 原因分析本委員会 と 分科会 と の審議の 関係につ き整理 し た方が よい。 個 々 の事

例について も 再発防止の提言を行っ た方が よ い。

○ 診療録等の記載内容が不十分な場合に指導を行 う の は事後の話であ り 、 そ う い

っ た こ と に な ら な い よ う 、 事前に周知 してお く 必要が あ る 。

○ 診療録 ･ 助産録等の記載事項に関す る報告書につ き 、 学会で記載要領の フ ォ ー

マ ッ ト を作成 して ほ しい。

0 児 ･ 家族か ら の情報収集につ き 、 フ ォ ーマ ッ ト を 出 して ほ しい 。



○ 診療録 ･ 助産録等の記載内容が不十分であ っ た場合には 、 制度 と して許 さ な い

と のス タ ンス で臨むべき で あ り 、 制度ス タ ー ト 時点の姿勢 と し て は 、 補償対象 と

し ない又は調整の対象 と す る と の姿勢を 出 して ほ しい。 ま た調整に 関 して 、 公的

な財源であ る こ と よ り 、 重大な過失は 当然 と して軽微な も のや診療録等の不備に

ついて も 可能性が あ る と して ほ しい 。

○ 調整の対象は本当 に分娩に係 る 医療事故か否かで判断 し 、 診療録等の不備につ

いて は直ち にそ の こ と を フ ィ ー ドバ ッ ク し 、 自 助努力すべき 、 と の整理が妥当 で

あ る 。

○ 再発防止の報告書等を公表する ま でに は 、 あ る 程度時間 がかかる こ と が想定 さ

れ る が 、 早い段階で緊急に情報発信す る べ き も の が あれば報告書等の公表を待た

ずに発信す る と い う こ と を予め想定 してお く べき 。

( 3 ) そ の他

○ 運営委員会規則に関 し て 、 審議を非公開 と する ｢個人情報 を保護す る必要が あ

る 事項等｣ の ｢等 ｣ について 、 むやみに拡大 し ない よ う 、 国民の理解を得 る た め

に基本的に情報は公開す る と い う 姿勢を委員各位が共通認識 してお く べ き 。

○ 本制度に 関 して 、 一部 に は大幅な剰余が生 じ る と の 断定的 な報道等が な さ れて

い る が 、 損保会社 と して は楽観視 していない。 仮にそ の よ う な場合に は 、 そ の剰

余を繰 り 越す こ と も 考え ら れ る が 、 厚生労働省を 中心 に税務の問題等を含めて検

討いただ く こ と と 考えて い る 。 一方で欠損が生 じ る こ と も 有 り 得る が 、 そ の場合

には保険料の 引 上げ等の検討も お願いす る こ と に な る と 考え る 。

0 児 の死亡後 も補償金が支払われ続け る 点な ど 、 5 年後 を待たずに 出来 る だけ早

期に見直すべ き 。 ま た 、 こ の よ う な点は見直 し を前提 と して制度 を 開始す る べき 。

○ 本制度は法制化を前提に見直 し を行 う べき であ る 。 ま た 、 無過失損害賠償責任

保険の枠組み と い う 整理であれば、 先天性を補償対象 と す る こ と や 、 児の死亡後

に支払い を停止する こ と は理屈 と して合わず、 社会保障 と の整理 と した場合 、 他

の疾患 と の比較で法の下の平等の議論に も な っ て く る た め 、 見直 し に あた っ て は

慎重な議論が必要であ る と 考え る 。

○ 本制度に 関 し て 出 さ れてい る 要望書な ど について は運営委員会で も 情報提供

してほ しい 。



2 ) 産科医療補償制度の動向 につ いて

( 1 ) 第 2 回運営委員会以降の産科医療補償制度に関連 し た動 向 に つ いて

昨年 1 2 月 に開催 した前回の運営委員会以降、 関係者の協力等に よ り 、 予定

通 り 本年 1 月 よ り 制度が発足 し 、 そ の後 、 第 1 回原因分析委員会の開催や 、 分

娩機関か ら の制度掛金の徴収な ど を行い 、 現在に至っ てい る と こ ろ 。 主な経緯

は以下の と お り 。

本年 1 月 : 産科医療補償制度開始

2 月 1 8 日 : 第 1 回産科医療補償制度原因分析委員会を開催

(委員長 : 日 本産科婦人科学会常務理事 岡井崇氏 )

2 月 2 7 日 : 分娩機関か ら の制度掛金の徴収 を 開始

3 月 1 6 日 : 第 2 回産科医療補償制度原因分析委員会を 開催

( 2 ) 制度加入状況等

ア . 制度加入状況

本制度は任意加入であ る が 、 国や関係団体に よ る 支援並びに妊産婦、 分娩機

関 向 け の積極的な広報活動等に よ り 、 制度開始直前時点で 9 8 . 6 % の加入率

であ っ た。 そ の後 、 制度趣 旨 に ご理解いただいた分娩機関か ら の加入が更に増

え 、 現在下表の と お り 9 9 . 2 % の加入率 と な っ た 。 今後 も 全て の妊産婦及び

児が本制度の恩恵を受 け ら れ る 対象 と な る よ う 、 引続 き 1 0 0 %加入を 目 指す。

(平成 2 1 年 3 月 2 4 日 現在 )

区 分 分 娩 機 関 数 加入分娩機関数 加 入 率 (% )

病 院 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 1 0 0 . 0

診 療 所 1 , 6 6 6 1 , 6 5 6 9 9 . 4

助 産 所 4 2 7 4 1 1 9 6 . 3

合 計 3 , 2 9 3 3 , 2 6 7 9 9 . 2

注) 分娩機関数 : 病院 、 診療所は 日 本産婦人科医会調べ、 助産所は 日 本助産師会調べ



イ . 妊産婦登録状況等

昨年 1 0 月 以降 、 各加入分娩機関においては 、 滞 り な く 分娩前の妊産婦情報

登録の事務作業を行 っ てお り 、 上述の と お り 2 月 下旬 には初回 の掛金徴収がな

さ れた と こ ろ 。 現時点 ( 3 月 2 4 日 現在) での妊産婦登録状況等については 、

以下の と お り 。

○妊産婦情報登録累計件数 : 6 1 4 , 2 9 0 件

(主な 内訳)

･ 分娩済を除 く 件数 : 4 1 6 , 8 4 3 件

･ 3 月 分娩予定件数 " 8 7 , 0 8 9 件

( 3 ) 委員会の状況等

本制度では 6 つ の委員会を設置す る が 、 それぞれの状況等は以下の と お り 。

なお 、 本制度の公約 な性格等か ら 、 個人情報 を保護す る 等の必要性があ る 場合

を除き 、 公開での 開催 と す る 。

ア . 運営委員会

: 制度全般の企画調整及び維持 、 発展 を 目 的 と して運営全般について審議

す る 。 こ れま で に 2 回開催済み。

イ . 審査委員会

補償対象か否かについて医学的な観点か ら審査を行 う 。 初回 開催は 5 月

項の 開催を予定 して い る 。 (詳細は後述の と お り )

ウ . 原 因分析委員会

ネ甫償対象 と な っ た事例について 、 医学的 な観点か ら原因分析を行い 、 そ

の結果を原因分析結果報告書 と して 当事者であ る 児 ･ 家族並びに分娩機

関へ フ ィ ー ドバ ッ ク す る た め の最終確認を行 う 。 なお 、 適切且つ十分な

原因分析を行 う 観点か ら 、 部会 を設置す る 。 こ れま でに具体的な運用 の

検討等のた め に 2 回 開催済み。

エ . 再発防止委員会

: 原因分析結果を踏ま えた再発防止策の検討や情報公開 内容の審議等を行

つ 。

オ . 異議審査委員会

: 審査委員会の結果について の異議、 不服が あ っ た場合に 、 対応方法等に

ついて検討す る 。 (異議 、 不服 申 し 出 が あ っ た都度開催す る 。 不定期開

催)



力 . 調整委員会

: 原因分析の結果、 重大な過失が 明 ら かであ る と 思料 された事例について 、

補償金の調整 (求償) を行 う こ と につい て審議を行 う 。 (調整対象 と 思

料 さ れた事案が発生 した都度開催す る 。 不定期開催)

( 4 ) 今後の主 な課題等

こ れま での 間 、 上述の と お り 、 円 滑な制度運用 を行っ て き た と こ ろ 。 最 も 早

い場合、 本年 7 月 以降に補償 申請がな さ れ る 予定で あ り 、 補償 申 請以降の審査、

原 因分析及び再発防止 に係 る 速やか且つ正確な運用 が 当 面の最 も 重要な事項

であ り 、 具体的 な準備を進め てい る と こ ろ 。

ま た 、 本年 1 0 月 よ り 出産育児一時金の 引 上げ並びに医療機関等への分娩費

用 の直接払いの検討な どが行われてお り 、 本制度運営に係 る部分については関

係者 と の密な連携等に よ り 適切 に対応 してい き たい と 考え る 。

なお 、 現時点で想定 してい る 主な予定は以下の と お り 。

6 月 ま で : 補償 申請開始に 向 けた準備

(診断書作成マニ ュ アルの作成 、 診断協力 医体制の確立 、 原因分析

委員会の運用方法の検討等)

7 月 以降 ネ甫償 申請の 開始

※そ の後 7 月 下旬以降 よ り 審査委員会 を 開催

※ 9 月 項 よ り 原因分析委員会部会を 開催 し 、 1 0 月 項 よ り 原因分析

本委員会 を 開催



3 ) 審査 、 原因分析の準備状況について

( 1 ) 審査の準備状況につ いて

ア , 準備の進捗状況

○ 補償対象の審査については、 本制度専用の診断書を用いて行 う こ と を前回の運

営委員会で報告 したが 、 その後 ｢産科医療補償制度に係 る診断書作成に関する検

討会 (委員長 鴨下重彦氏) ｣ の も と に ワ ー キ ン グ グループを設置 して 、 最終的

な診断書 (資料 1 ) の取 り ま と めお よ び診断書作成の際の診断医用のマニ ュ アル

の検討を行っ てい る 。

○ 診断医用 のマニ ュ アルの案がま と ま っ た と こ ろ で審査委員会を設置 し、 当該マ

ニ ュ アルを含めて審査に向 けての審議を行 う こ と と してい る 。 時期的には本年 5

月 ごろ を 目 途 と して準備を進めてい る 。

○ 分娩機関が審査の際に提出する書類のひ と つ と して 、 標準補償約款上で規定 さ

れてい る 暖-｣表第一の補償対象基準を満たすこ と を証明す る書類｣ について は 、

書式 (資料 2 ) を定め 、 補償対象基準を満たす こ と を証明す る診療録 ･ 助産録 ･

検査デー タ等 と 合わせて運営組織に提出する こ と と する 。

なお 、 不可抗力等に よ り 検査データ が提出でき ない事例で 、 分娩機関が補償対

象基準を満たす蓋然性が高い こ と を客観的に証明す る こ と が でき る と 判断 した

場合は 、 その判断根拠を示す書類を別途提出す る こ と に よ り 審査を行 う 方向で 、

今後 、 審査委員会において検討する 。

- -

l (別表第一)

l 出生 した児が次の 1又は2 のいずれかの状態であ る こ と

1 出生体重が20 0 0 g 以上であ り 、 かつ 、 在胎週数が33週以上で あ る こ と

I 2 在胎週数が28週以上であ り 、 かつ 、 次の ( 1 ) 又は (2 ) に該 当 する こ と

(D 低酸素状況が持続し臍帯動脈血中の代謝性アシ ドーシス (酸性血症) の所見が認め られ :

1 る場合 ( p H値が7 . 1未満)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

出生体重が20 0 0 g 以上であ り 、 かつ 、 在胎週数が33週以上で あ る こ と

在胎週数が28週以上であ り 、 かつ 、 次の ( 1 ) 又は (2 ) に該 当 する こ と

(D 低酸素状況が持続し臍帯動脈血中の代謝性アシ ドーシス (酸性血症) の所見が認め られ

る場合 ( P H値が7 . 1未満)

(2 ) 胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなかっ た症例で、 通常、 前兆 と なる よ う な低酸

素状況が前置胎盤 、 常位胎盤早期剥離、 子宮破裂 、 子癇、 臍帯脱出等に よ っ て起 こ り 、

引 き 続き 、 次のイ か ら ハ ま でのいずれかの胎児心拍数パタ ーンが認め られ、 かつ 、 心

拍数基線細変動の消失が認め られ る場合

イ 突発性で持続する徐脈

ロ 子宮収縮の 5 0 %以上に出現する遅発一過性徐脈
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イ . 診断協力 医

○ 診断協力医については 、 関係団体の協力 を得なが ら募集を行い 、 現在約 3 0 0

名 に委嘱手続き を進めてい る 。 補償請求者の利便性のた め 、 ま た本制度の補償 申

請に あたっ ての診断が 円滑に行われる よ う 引 き 続き診断協力医の募集に努め る 。

○ 今後 、 多 く の診断協力医の協力 を得る ため に 、 更に関係団体への よ り 一層 の理

解 と 協力 をお願いする と と も に 、 診断に携わ る 医師が 円滑に診断書を作成でき る

よ う &こ 、 診断医用 のマニ ュ アルを取 り ま と めてい く 。

○ 登録 した診断協力医に対 して 、 診断医用 のマ ニ ュ アル等を周知する こ と と して

研修 も順次実施 してい く 。 (本年 6 月 開始予定)

ウ . 補償対象 と す る 重度脳性麻痺

○ 補償対象 と する重度脳性麻痺については 、 本制度の診断書に よ っ て審査を行 う

ので 、 身体障害者福祉法の障害程度等級制度 と の 関係について広 く 理解 される こ

と が重要 と な る も の と 思われる 。

○ 重度脳性麻痺については 、 標準補償約款で以下の通 り 規定 してい る 。

l (用語の定義)

! 第二条

一 ｢重度脳性麻痺｣ と は 、 身体障害者福祉法施行規則に定め る身体障害者障害 l
程度等級一級又は二級に相 当する脳性麻痺をいいます。 … (以下省略)

○ 本制度におけ る重症度については 、 身体障害者障害程度認定基準 (身体障害者

手帳の障害等級) に拠る も のではな く 、 本制度 と して の専用 の診断書お よび診断

基準に拠る も･ の と し 、 それに基づいて脳性麻痺の重症度 と して肢体不 自 由 の身体

障害者障害程度等級一級ま たは二級相 当 について判断を行 う 。 その考え方は以下

の と お り であ る 。

○ 重度脳性麻痺については 、 本制度について 医学的見地か ら検討を行っ た ｢産科

医療補償制度調査専門委員会｣ において 、 ｢いずれの調査者 も 、 将来的に独歩が

不可能で 日 常的 に車椅子を必要 と す る児 を重症 と 考え る と い う 点で一致 してい

た。 こ れは概ね身体障害者等級の 1 , 2 級 に相 当する と 考え られる 。 ｣ と ま と め ら

れた。 こ れを受けて ｢産科医療補償制度運営組織準備委員会｣ において ｢補償対

象 と する重症者の重症度は、 具体的 には身障 1 級お よび 2 級相 当 と する こ と が適

当 であ る 。 ｣ と ま と め ら れた。



○ こ の基本的な考え方に沿っ て 、 脳性麻痺に よ り ｢将来的に も独歩が不可能で 日

常生活に車椅子を必要 と する ｣ 児の数を年間 5 0 0 人~ 8 0 0 人程度 と 見込み、

補償額や掛金の設定等の制度設計を行い 、 ま た 、 補償対象 と する脳性麻痺児の重

症度を表す文言 と して 、 標準補償約款において身体障害者障害程度等級 1 級ま た

は 2 級相 当 と 規定 した。

○ 本制度は分娩に関連 して発症 した重度の脳性麻痺児お よびその家族の経済的

負担を速やかに補償する こ と を 目 的のひ と つ と してい る こ と か ら 、 可能な限 り 早

期 に診断を行 う 必要が あ る 点、 ま た 、 全て の障害を対象 と する身体障害認定基準

と 異な り 、 対象を脳性麻痺に特化 してい る 点が特徴であ り 、 こ れ ら の点 を考慮 し

て診断を行っ て 、 審査を行 う 必要が あ る 。

○ 具体的には早期に 、 将来、 実用 的な歩行が不可能な児 、 お よ びあ る程度の歩行

が可能であ っ て も 上肢の著 しい障害が あ る児を補償の対象 と 判断す る視点か ら 、

本制度専用の診断項 目 と して作成 した ｢動作 ･ 活動の診察項 目 の所見戴こ基づき 、

脳性麻痺の重症度が肢体不 自 由 の身体障害者障害程度等級 1 級ま た は 2 級相 当

と な る か否か診断を行っ て 、 審査を行 う 。

f 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - 一 一 一 一 - - - - 一 一 - - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - 【 【 一 一 … 【 一 一 一 - - - - … - - - ｢

l < 参考>

本制度 の診断基準 身体障害認定基準

対象となる障害 0 対象を脳性麻痺に特化 0全ての障害を対象

再認定の有無

0補償対象 と認定した場合 、 再認

定 は行なわな い (等級の変更に よる

補償金 の支払停止や減額 は行わな

い)

0 再認定がある

診断の時期

0 1 歳 (重症時6ヶ 月 ) から 5歳になる

まで の間 のできるだけ早い時期に

診 断

0主と して 1 8歳 以上の者の 診断を

想定 、 乳幼 児に係る障害認定 は概
ね 3歳 以降に行なう

早期 に、 正確 に、 脳性麻痺に特化して診断を行なうた め 、 既存の 身体障害者障害程度等

級用 の診断書に よるものではなく 、 本制度専用の 診断書を作成 し 、 この診断書及び診断

基準に基づいて審査を行 う 。



○ 診断する 医師が 、 児の年齢に応 じて重症度の適切な診断を行い 、 本制度の障害程

度等級表に係 る判定が 円滑にでき る よ う るこ前述のマニ ュ アルを作成す る 。

○ ま た 、 重症度の考え方については 、 補償請求者向 けに補償 申請手続き の方法や留

意点 、 提出資料等を分か り やす く 説明 した冊子であ る 『補償 申請の ご案内 』 等に

よ り 、 補償請求者に あ ら か じめ周知 してお く 。

工 . そ の他

○ 補償対象については、 運営組織が審査委員会の審査結果に基づいて認定する位

置付けであ り 、 こ の こ と を 関連のマニ ュ アル類や診断書等に明示する な ど して 、

診断や審査等において周知 してい く 。

○ 審査委員会の審査結果の運営委員会への報告に関 して は 、 単な る 結果の集計の

みな らず、 補償対象 と 判断 しなかっ た場合の理由等 も含め る こ と と し 、 本制度の

円滑な運営に資する よ う 図 っ てい く 。

○ 審査委員会において補償対象 と 判断 しなかっ た場合の理由 について は 、 審査結

果通知書等において運営組織 と して適切に説明する こ と に努め る 。

○ 審査結果に対する不服審査の 申 し立て期限は、 児の年齢に応 じて将来の重症度

を判断す る本制度の診断基準の特性を考慮の上、 今後診断基準の細部を詰めてい

く 中 で固 めてい く 必要が あ る 。 したが っ て 、 不服審査手続き規定等異議審査委員

会に関す る事項については次回以降の運営委員会で審議する 。



( 2 ) 原因分析の準備状況につ いて

ア , 準備の進捗状況

○ 本年 2 月 1 8 副こ第 1 回原因分析委員会 (委員一覧は次ページの と お り ) を 開

催 し 、 第 2 回 を 3 月 1 6 捌こ開催 した と こ ろ であ る 。 原因分析に係 る準備は同委

員会におけ る検討を 中心 と して進めてお り 、 主な検討状況は以下の通 り であ る 。

なお 、 原因分析委員会は、 個人情報を保護する必要が あ る事項を審議 しない場合

は公開で開催する こ と と してい る ため 、 前 2 回は公開で開催 してい る 。

○ 全ての事例において適切かつ標準的な原因分析を行 う こ と を 目 指 し 、 原因分析

報告書作成に先立つ 、 当該報告書案作成に携わ る産科医 ･ 助産師等のため に 、 作

成に 当 た っ ての基本的な考え方、 記載項 目 のひな形、 記載上の留意点等を説明 し

たマニ ュ アル (現時点での案 : 資料 3 ) を ま と め る検討を行っ てい る 。 マニ ュ ア

ルは今後 、 仮想事例の分析シ ミ ュ レーシ ョ ン等 を踏ま え 、 6 月 ごろ を 目 途にま と

め る予定であ る 。

○ 分娩機関か ら の情報収集 と して 、 診療録 ･ 助産録の他、 再発防止策の策定や産

科医療の質の 向上を 図 る観点お よび診療録 ･ 助産録に記載 されない よ う な診療行

為以外の情報を確認する観点か ら 、 当該分娩機関か ら診療体制等に関する情報を

と り ま と めて提出 していただ く こ と を予定 してい る 。 書式や記載項 目 の詰め を行

っ てい る状況であ り 、 で き る だけ早期にま と め る 予定であ る 。

0 児 ･ 家族か ら の情報収集 と して 、 経過や疑問 、 説明 して ほ しい事項等を意見書

と して提出いただ く こ と を予定 してい る 。 適切な情報収集の仕組みや適切な収集

情報の取扱いについては 、 今後 も 関係者の意向や本制度 と して対応可能な範囲等

を総合的に踏ま えで慎重に検討してい く 予定であ る 。

O N I C U等新生児医療機関に搬送 された場合の原因分析については、 分娩機関

お よび児 ･ 家族に限 らず新生児医療機関か ら の情報収集 も有効 と 考え られる 。 分

娩機関において は 、 搬送後 に搬送先か ら分娩機関に提供 さ れてい る情報を診療

録 ･ 助産録に記載いただ く よ う 徹底いただ く こ と と す る と と も に 、 原因分析に際

して追加情報収集が必要 と なっ た場合の対応について 、 今後検討 してい く 予定で

あ る 。

○ 原因分析を行 う 体制 と して は 、 原因分析委員会の 中 に 、 産科医、 小児科医 、 助

産師、 弁護士で構成する部会 (当 面 6 部会) を設置 し 、 部会が報告書の作成に 当

た り 、 原因分析委員会本委員会ではその可否を決定する仕組み と する 。 部会委員

の人選を含め詳細は今後検討する こ と と し 、 今後関係団体の協力 を得て 、 実際に

原因分析がは じま る 9 月 ごろ ま でに部会を立ち上げる予定であ る 。



イ . 原因分析委員会の部会 (現時点に お け る案)

【部会 、 本委員会、 運営組織の役割分担】

○ 部会においては、 部会の委員であ る産科医が作成 した報告書 (案) を も と に

審議を行い 、 部会 と しての報告書を取 り ま と め る 。

○ 原因分析委員会本委員会 (以下 ｢本委員会｣ と い う 。 ) において は 、 部会長

が報告書を説明 し 、 それを も と に審議を行い 、 可否を決定する 。

○ 本委員会で決定 された報告書を 、 運営組織において分娩機関 と 児 ･ 保護者に

フ ィ ー ドバ ッ ク する と と も に 、 再発防止や産科医療の質の 向上のた め個人情報

保護に十分配慮 して公表を行 う 。

【部会の組織】

( ア ) 部会の設置数

○ 部会の設置数については、 補償対象 と な っ た事例を年間 8 0 0 件程度と 見込

んで、 月 に 7 0 件程度、 1 週間に 1 7 件程度の分析を行い 、 1 つの部会で 1 回

の開催につ き 3 件程度の分析を行 う こ と を前提に 、 当面 、 6 つの部会 と し 、 状

況に応 じて適宜見直 し を行 う 。

(イ ) 部会の委員構成

○ 部会の委員数は 6 名程度 と する 。

○ 各部会の部会長は産科医 と し 、 本委員会の委員が兼務する こ と ができ る 。

○ 部会の委員 6 名 の内訳は以下の と お り と す る 。

産科医 (部会長を含む) 3 名

小児科医 (新生児科医等) 1 名

助産師 1 名
弁護士 1 名 合計 6 名

○ 助産所の事例については、 助産師の部会委員 6 名 に加えて 、 3 名程度の助産

師を委員 と して委嘱 し 、 複数の助産師が審議に加わ る こ と と する 。

○ 本委員会の委員は、 各部会に適宜出席 し 、 審議に加わ る こ と ができ る 。

○ 各部会に部会長代理 (産科医) を置き 、 部会長が本委員会や部会に出席でき

ない場合は 、 部会長代理がそ の役割を担 う 。

【部会お よ び運営組織事務局の業務内容】

( ア ) 部会の開催時期等



○ 重症の場合、 生後 6 ヶ 月 以降に補償申請する こ と ができ る た め 、 最早の場合、

本年 7 月 に補償 申請書類を受 け付け る こ と 乙こ な る 。 審査委員会の審査の結果、

補償対象 と なっ た事例について原因分析を行 う が 、 最早の場合で 、 部会におい

て審議が行われる の は 9 月 項 、 本委員会において審議が行われる のは 1 0 月 項

が想定 される 。

○ 補償の対象者は徐々 に増加 してい く こ と が想定 される が 、 ｢産科医療補償制

度設計に係 る 医学的調査報告書｣ に記載 されてい る 沖縄県の脳性麻痺児の診断

時期に関するデー タ を参考に 、 時系列に沿っ て新規受付件数を予測 した と こ ろ 、

部会の月 平均審議件数、 開催頻度の予測は以下の と お り であ り 、 本年度内は概

ね月 1 回の部会開催 と な る 見込みであ る 。

部会の開催時期 4 半期単位

の審議件数

部会

月 平均審議件数 1 部会平均 開催頻度

09年09月 ~09年 1 1月 30 1 0 1 ~2 月 1 回

09年 1 2月 ~ 1 0年02月 60 2 0 3~4 月 1 回

1 0年03月 ~ 1 0年05月 90 3 0 5 月 1 回

1 0年06月 ~ l o年08月 1 1 7 3 9 6~7 月 2 回

10年09月 ~ 1 0年 1 1 月 1 39 46 7~ 8 月 2 回

1 0年 1 2月 ~ 1 1年02月 1 4 1 47 7~ 8 月 2 回

1 1年03月 ~ 1 1年05月 1 4 l ‐ 47 7~ 8 月 2 回

1 1年06月 ~ 1 1年08月 1 5 1 5 0 8~9 月 3 回

1 1年09月 ~ 1 1年 1 1月 1 5 1 5 0 8~9 月 3 回

1 1年 1 2月 ~ 1 2年02月 1 5 6 5 2 8~9 月 3 回

1 2年03月 ~ 1 2年05月 1 7 0 5 7 9~ 1 0 月 3 回

1 2年06月 ~ 1 2年08月 1 86 62 1 0 ′~ 1 1 月 3 回

1 2年09月 ~ 1 2年1 1月 200 6 7 1 1 ′) 1 2 月 4 回

(イ ) 運営組織事務局の業務内容

① 事務局に産科医 、 助産師、 看護師を配置 して 、 報告書 (案) 作成に協力す

る 。

② 事務局の助産師、 看護師は 、 診療録 ･ 助産録、 検査データ 、 診療体制等の

資料、 保護者か ら の情報 、 そ の他資料の確認、 整理等を行い 、 事例の概要

を作成する 。

③ 事務局の産科医は 、 その 内容を医学的に精査 し準備資料 と してま と め る 。

④ 事務局の産科医等は 、 分娩機関 と保護者か ら提出 された資料、 お よ び準備

資料を も と に部会委員の報告書 (案) 作成担当の産科医 と 協議を行 う 。

⑤ 事務局は、 報告書 (案) を個人情報保護に十分配慮 して部会委員に送付 し 、



事前確認を依頼する 。

( ウ ) 部会の業務内容

① 部会長は、 部会委員であ る産科医に報告書 (案) 作成を依頼する 。

② 報告書 (案) 作成担当 の産科医は、 分娩機関 と保護者か ら提出 された資料、

お よ び事務局でま と めた準備資料を も と に事務局の産科医等 と 協議を行 う 。

③ 報告書 (案) 作成担当 の産科医は 、 事務局の産科医等の支援を得て報告書

(案) を作成する 。

④ 部会委員は 、 事務局か ら 個人情報保護に十分配慮 して送付 された報告書

(案) を確認の上、 部会に出席する 。

⑤ 部会においては、 報告書 (案) 作成担当 の産科医が報告書 (案) を説明 し 、

それを も と もこ審議を行い 、 報告書を取 り ま と め る 。

⑥ 部会長は、 報告書を本委員会に報告す る 。

(エ ) 原因分析の手順

○ 次ページの図の と お り 。



原 因 分 析 の 手 順
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J 6 部会
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, < 運営組織事務局 >
　 　

l o 運営組織の産科医等が診療録 ･ 助産録 、 :
検査デー タ 、 診療体制等の資料、 保護者か l
ら の情報 、 そ の他資料の整理や事例の概要 3

作成等 を行い 、 報告書案作成に協力す る 。 ,

L - - - - - - - ‐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - … !

< 原因分析委員会部会>

: ○ 部会の委員 で あ る産科医が報告書案 を作 ;

! 成す る 。 :
! ○ 報告書案 を も と に 医学的 な 観点 で 審議 !

し 、 報告書を取 り ま と め る 。

" ○ 産科医等は医学的評価 を行い 、 法律家等 }

は 、 論点整理をす る こ と や 、 報告書が児 ･ 翌

家族 l こ と っ て分か り やす い 内容 と な る よ う !
にす る 。

0
0

｢ - - - - - - - ‐ - - … - - - - - 之下 - - - - - - 一言本 - - - - - - - - - - - - - - ｢
< 原因分析本委員会>

報告書につ いて審議 し 、 可否 を決定す る 。

再発防止や産科医療の質の向上のため 、 個人 l
情報が特定で き な い よ う に十分配慮 し た上で 、 :

原因分析報告書を公表する 。



【 そ の他】

○ 各部会の委員については、 各学会 、 団体等の協力が必要であ る た め 、

以下の と お り 各学会、 団体等へ委員協力の要請を行 う 。

産科医 日 本産科婦人科学会、 日 本産婦人科医会

小児科医 (新生児料医等) 日 本小児科学会、 日 本未熟児新生児学会、

日 本周産期 ･ 新生児医学会、 日 本小児科医会

助産師 日 本助産師会、 日 本看護協会 、 日 本助産学会

弁護士 日 本弁護士連合会

○ 部会の審議は非公開 と する 。

○ 部会委員は 、 非公開 の審議の 内容を他に漏 ら して はな ら ない。

○ 本委員会お よ び部会の組織体制 、 委員構成、 運営方法等については 、 実際の

原因分析の経験を踏ま えて適宜見直 しを行い 、 改善を図 る 。



4 ) 平成 2 1 年度運営経費について

= ) 平成 2 1 年度収支予算の概要

1 . 収支の基本的な考え方に つ いて

本制度では 、 1 年間 に生まれた児に係 る保険料で 、 同年に生まれた補

償対象 と な る 児に対す る補償金 と 、 制度 を運営する た め に必要な事務経

費を賄 う 。

ま た 、 運営組織の運営経費について は 、 損害保険会社か ら の手数料収

入な らびに補助金に よ り 運営 してい く こ と と してい る 。

なお 、 保険契約は平成 2 1 年 1 月 か ら 1 年間であ る が 、 平成 2 1 年度

の予算 と して は 、 平成 2 1 年 4 月 か ら 1 年間の経費を計上 した と こ ろ 。

2 . 収入につ いて

運営組織の平成 2 1 年度の収入については 、 合計で約 1 1 . 9 億 円 を

計上 した と こ ろ であ る 。 手数料収入については 、 支出 に要する額を計上

し 、 収支同額 と してい る 。 ( 下表参照)

3 . 支出 につ いて

運営組織の平成 2 1 年度の支出 につい ては 、 合計で約 1 1 . 9 億 円 を

計上 した と こ ろ であ る 。 内訳は下表の通 り 。

平成 2 1 年度 運営経費収支予算に ついて (概算)

(百万円 )

1 . 収入の部

( 1 ) 保険事務手数料収入 1 , 1 2 6

(2 ) 登録事務手数料収入 65
@ 500 円 × WEB 未導入機関 H1 9

実績 ( 1 2 8 , 9 8 8 fた1F )

収入合計 (A ) 1 , 1 9 1

2 . 支 出 の部

( 1 ) 人件費 2 35
給与 ･ 報酬等 、 福利厚生費 、 社

会保険料等

(2 ) 会議諸費 92 会議費、 旅費交通費 、 諸謝金等

(3 ) 印刷製本費 54 印刷製本費 、 通信運搬費等

(4) 事務所拡張経費 1 63 事務所拡張に伴 う 工事関係費等

(5 ) 委託費 297
妊産婦登録事務 、 コ ールセ ンタ

ー 、 集金代行等

(6 ) シス テ ム 開発 ･ 保守費 222
ソ フ ト ウ ェ ア 開発費 、 シス テ ム

保守料

(7 ) そ の他 1 28 事務所借料、 消耗品費等

支出合計 ( B ) 1 , 1 9 1

当期収支差額 ( A - B ) 0当期収支差額 ( A - B ) 0



( 2 ) 補助金

1 . 収入につ いて

原因分析 . 再発防止に係 る 事務経費について 、 補助金等収入 と して 8

6 百万円 を計上。

2 . 支出 につ いて

原因分析 ･ 再発防止に係 る 人件費な らびに委員会 、 検討会経費 と して

8 6 百万を計上。

産科医療補償制度運営事業 補助金

(百万円 )

1 . 収入の部

{ 〉 ′ 、〆( い ′ 、 、 ~ 、 、 ぶ ち さ き 、 ′ ※ ･ ささ さ ま ‐コメ ! ･タニシきき ふみ かけ ろ "み ぞれ

補助金等収入 86 原因分析 ･ 再発防止に係 る補助金

2 . 支出の部

人件費 2 5

諸謝金 38 委員会、 検副会 出席謝金

その他 2 3

合計 86

( 3 ) 保険会社

保険会社の年間必要経費等は 3 3 . 9 億 円 (保険料総額に 占 め る 割合

1 0 . 7 % ) を見込んでい る 。

※保険料総額 3 1 5 . 7 億 円 (平成 2 1 年 1 月 現在)

積算根拠は以下の と お り 。

2 1 年 1 月 時点加入分娩機関の 1 9 年 1 年間 の分娩実績数 ( 1 0 5 . 6 万 )

× 1 分娩あた り 保険料 (29 , 9 0 0 円 ) 二 3 1 5 . 7 億 円

保険会社の経費には、

① 個別の保険商品について直接必要 と な る経費 ( シス テ ム構築費用 、

商品設計や審査に要す る人件費等)

② 保険会社の運営に際 して必要な経費 (一般管理業務に関する経費 、

租税公課等)

が あ り 、 長期 に わた り 分割金の管理、 支払い等を行 う た め の経費 も含

まれてい る 。 内訳は下表の と お り 。



保険会社の年間必要経費等

(平成 2 1 年 1 月 現在見込み)

萎ころ滋養 グ認諾 、開きでき

隻さ ん喚 きさき きき もぎ多鬱 さミ
ぐぎ 全 霊釜額*、 で〆 ミ ≦ 〕保険料総額鰭 ※

; 〉書撚る割谷

物件費 1 0 . 1 3 . 2 % ･ 本制度 に対応 し た契約管

理、 債権管理 、 会計処理

等のシス テ ム構築経費

･ 損保社内 シス テ ム維持 ･

管理経費 、 印刷発送経費

等

･ 一般管理業務等に係 る 物

件費等 (不動産関係費 、

備品費 、 機械賃借料 、 租

税公課等)

人件費 8 . 0 2 . 5 % ･ 契約管理 、 事務支援 、 商

品 開発 ･ 収支管理 、 求償

案件対応 、 支払事務担当

に要す る 人件費

･ 一般管理業務等に係 る 人

件費

制度変動 リ

ス ク 対策費

1 5 . 8 5 . 0 % ･ 脳性麻痺発症人数等の変

動 リ ス ク 、 統計 リ ス ク 、

制度長期運営等に係 る 対

応費

合計 3 3 . 9 1 0 . 7 %

(社) 日 本損害保険協会に よ る 協会加盟会社の平成 1 9 年度決算概況で

は 、 保険料収入に 占 め る給付の割合は 6 2 . 8 % と な っ てお り 、 事務 コ

ス ト 等は約 4 割 と な っ てい る 。

産科医療補償制度にお け る事務 コ ス ト 等は 、 運営組織 と して 1 1 . 3

億 円 (登録事務手数料を除 く ) 、 保険会社 と して 3 3 . 9 億 円 の合計 4 5 .

2 億円 を見込んでい る と こ ろ であ り 、 保険料総額に 占 め る 割合は 1 4 .

3 % と な っ てい る 。

(次ページの参考資料参照)

なお 、 本制度の収支状況について は 、 当委員会 に報告する だけでな く 、

公表 した う えで 、 社会保障審議会の関係部会に も適宜報告する な ど 、 透

明性の高い運営 を行 う こ と と す る 。



産科医療補償制度の必要経費 (損害保険一般との比較)

損保全社決算 産科医療補償制度

(2007年度決算。 損保協会加盟26社合計) (平成2 1 年 4 月 現在見込み)

支払保険金

(補償金)
857%

集金事務手数料3 .6%

経費 1 0 . 7%

【保険会社の必要経費等に対応】
物件費 3 .2% 、 人件費 2 . 5%

制度変動リスク対策費 5 . 0%

保険料保険料

支払保険金

正味支払保険金

および損害調査費
628%

諸手数料

および集金費
貸 6 ‐ 8%

営業費および

一般管理費 等
204%

営経費に対応】

　 　　　 　平成2 1 年度

M . 3億円見込み

※上記の経費内訳の割合は 、

正味収入保険料ベース 。



! 資料 1 f

産科医療補償制度

補償請求用 専用診断書
(補償認定請求用)

こ の診断書は、 産科医療補償制度におけ る補償認定請求時に必要な 、 脳樫麻痺に関する診断書

です。 作成に際しては、 以下の点にご注意 く だ さい。

<作成にあた っ ての注意点>

1 , 産科医療補償制度では、 こ の診断書は次のいずれかの条件を満たす医師が作成する こ

と と しています。

① 身体障害者福祉法第十五条第◆項の規定に基づ く 障害区分 ｢肢体不 自 由 ｣ の認定に

係る小児の診療等を専門分野 と する 医師

② 日本小児神経学会の定め る 小児神経科専門医の認定を受けた医師

偽 児の満 1 歳の誕生 日 か ら満 5 歳の誕生 日 までに診断 して く ださい。 ただ し、 重度脳性

麻痺であ る と の診断が可能な場合は、 生後 6 ヶ 月 か ら診断して く ださい。

8 , 生後 6 ヶ 月 か ら満 1 歳未満に診断する場合は、 本診断書の 9 買及び 1 0 貫の ｢神経学

的所見及び臨床経過｣ も あわせて記入して く だ さい。

4 , 作成に際しては、 ｢診断書作成マニュ アル｣ を参考に して く だ さい。

6 , B があ ま した 、 のお い合わせ までご照会 く ださ い

補億の可否についての最終的な判断に関 しては、 産科医療補償制度の運営組織である財団法人

日 本医療機能評価機構が審査委員会において審査を行い、 補償対象の認定を行います。

【診断書作成に関するお問い合わせ先】

財団法人 日 本医療機能評価機構

産科医療補償制度 審査 ･ 補償担当

四回L : OB ‐6217‐818 8

受付時間 : 9 : 0 0~17 : 0 0 (土 日祝 日 除 く )

･ ◆ ‐ ･ ･ , . ･ 4 - ‐ ‐ - ‐ ' ‐ ‐ ‐ ･ . . ･ ‐ ' ◆ ‐ ･ ･ . ･ ･ ･ - ‐ . ‘ ‐ ◆ ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ･ . ･ ◆ ‐ ･ ･ . ･ ● ‐ ' ‐ ･ ･ ◆ ‐ ･ ･ . ･ ･ ' ‐ ･ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ ･ ◆ ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･ ‘ ‐ ･ ･ . ･ ･ . ･ ･ . ･

<産科医療補償制度運営組織使用欄>

□
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(総括表) 脳 性 麻 痺 診 断 書

氏 名

フ リ ガナ

箱
西暦 年 月 日

( 歳 ヶ月 )
男 ･ 女

. :

住 所
T

電 話

保氏讓名著
① 診断 (脳性麻痺)

口痙直型 口アテ トーゼ型 口失調型 口低察張型 口混合型 口その他 ( )

② 等級区分 : ｢Au 眩2｣ ｢A3｣ rB 1 ｣ r B2｣ rB3 ｣ の う ち 、 永続的な状態 と して該当する と 思われる項目 の口に

し点を記入 し て く ださ い (複数選択司) 。 最終判断は審査委員会で行います。

窒 科 医 撫 補 償 制 度 障 害 程 度 等級 表

＼ [口 上 肢 不 自 由 酸] 下 肢 不 自 費 露] 体 幹 不 自 由

A
口 AT

両上肢の攪館を全廃したもの

口 A2

爾下肢の鏡能を全廃したもの

口 AS

体幹の機能障害により座っている ことができないもの

B

ロ B 1

1 ) 両上肢の著しい膣高

名) -上肢の攪能を全擬したもの

□ 日2

固下肢の著しい障害

口 BS

0体幹の攪能障害により塵位又は起立位を保つことが
困難なもの

2) 体幹の機能艫害により立ち上がることが困輯なもの
･

③ 現在の身体測定値

･ 体重 ( kg) ‘ 身長 ( cm) ･ 顎固 く c醇

④ 新生児期か ら の障害の経過 廉 現症

(生後 6 ヶ月か ら繍 1 歳末溺に診断する場合 、 本圏ではな く 、 9 買 r神経学他所見及び臨床経過｣ の所掟綱に記入 して く だ さ い . )
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雷

⑥ その他参考と なる合併症

･ 知的障害 口瘢 口有 (精神発達 議 ヶ 月相当 )

･ 合併症 口無 口有 〔口 呼吸障害 口嚥下障害 口その他 ( ) 〕

⑥ 治療及び リ ハ ビ リ テー シ 日 ンの状況 (虐待等を疑 う 所見があれば記入 して く だ さ い。 )

⑦ 日 常生活及び介助の状況

⑥ その他の特記事項



リ る旧Rの口にし点を記入 して く ださい。 )⑧ 除外基準 鮨床所見及む離検査縮据よ り 、 " ‘"

繭記め各項目にっいて、 疾患等の有無を選択してく ださい。 これら“ 凄こ ･ " ~- ◆ 州鳳仙 : ゞ i : ‐↓ ‐ … -
される場合は く ) 内の口にし点を記入して ください。

先天性要因"とついて ｢割 を選択したま場合は、 躁溥籍を 〔 〕 内に記入して く だき九 また、 脳奇形が 賄｣ の場合は、
両繊麗の広廃綻な脳爾形笏有無を選択してくださし し

なお、 これらの疾患等と聾度の運動障害との関係について偽.w . ま .“ " ハム ･ 1 ‘ “▲%

亀 先天性要因

1 ) 脳翫形 口無 口有 〔 疾漉姦 " 〕

*両側櫨の広鮠淺脳錆沸多 □無 口有 ( □ この疾患は重度の運動障害の主な原因でない )

2 ) 染色体異常 姫ソミン ドによる)

*染色体検査を実族している場合 口無 口有 〔 疾慮名 " 〕

( □ こ び ; 【 ‐ + ｢ [ とな し 、 )

*染色神鍋検査 実施していなし 減場合 染色体異常務示唆する所見 □無 □有

( □ と紡 げ- - ‘ ‘ “ " ^ 、 ｣ ｢ gない )

8 ) 遺伝子異常

*造伝歌検査を実施している場合 口無 □有 〔 疾壗薙 ; 〕

( □ これ ‘ ‐ ‐ * ‐ - ‐ 【 [ てない )

*遺伝子検査を実施していない場合 遺伝子異常を示唆する所見 口無 口有

( 口 この凝戦は重度の運動障害の主茂男刊因でない )

4 ) 窓樹纜異常 疎 略 〔競 : 〕

( 口 この庚橇-彊褒め運動障害の主元塀咽でない )

6 ) 先決異常 口無 口有 〔 疾蔑名 : 〕

( 口 こ .彰 一- . ‐ … ; ÷ 〒ふ む二 言 にない )

2 . 分娩籤二 妊娠、 分娩とは無関係に発症した疾患等

1 ) 髄膜炎 □無 口有 ( □ と“ し ゞ ‐ ‘ 等 ÷ ^≦ ‐ ‐ ‐ ; “よい )

2 ) 脳擬 □無 口有 ( □ 7 “ . 溌 灰“｣ . [ ラヤ , きれ 、 )

8 ) その他の枠麓紐挾窓 口無 口右 ( 口 か び … - : ｣なY 、 )

4 ) 虐待 □無 口有 ( 口 この疾患関蟹嬢の蕊動陣箸の主な原因でない )

6 ) そq他の外傷等 □無 □有 ( ロ この疾患l腫褻の運M踊馴璋碆の主な原因でない )

所見 □無 口有

所見 口無 口有

の競は鰄鴬麟の主2嬬でなし

靜

端蟻繊潴の主灘議し

上記の とおり診断する。

あわせて端岡像フィルムまたは璽刊媒体の口さて鑽 f M虹 ･ エコ-) 、 檢鵺結果 畔玻 ･ 皿酵キタ箋 湖!鰍轡むせ。

西暦 年 月 日

医 療 機 関 の 据 称

所 在 地

電 話 番 号

諺寮当麟 科 医膨 ③

〔 □身棡籍離職法第1 6条指定医 隈帯F自 由) 勤'･児神経鶏専門医 ]

8



I 所見 - 1 -

脳 性 麻 痺 の 状 況 及 び 所 見

鶴 神経学的所見、 その他の機能障害の所見
*該当する項 目 の口 に し点を記入 し、 ( )内 には所見 ･ 理由 を記入 して く だ さい。

1 ) 運動障害

口瘻性麻痺 □不随意運動 口遊動失調 □低緊張型脳性麻痺
口その他 ( )

*低緊張型雛性窿輝の想蜥合に、 脳性である と考え られる所見 ･ 理由 を記入 して く ださい。 ま た 、 脊
髄性または末梢神経障害、 神経節疾患 (椿龍樫筋萎縮症、 筋ジス ト ロ フ ィ - 、 先天性 ミ オパチ-

等) に よ る運動障害ではない と 考え る所見 - 理由 を記入 して く た さ し 、

恭膿反射等の状況鱈ついて戲蝋臨奮誕恭 し笙 く 駕幽し

2 ) 廓痺部位

口四肢麻痺 口両麻痺 口両側片麻痺 □対麻痺 □三股麻痺 口片麻痺 口單麻痺

*麻痺の発現部位に、 斜線を記入 し て く ださ い。 ･ ' 人

無 フ

右 左 右 左

バビンスキ-反射

3 ) 反射異常 該当 る E に0を して だ きい )

消 失 減 弱 正 常 亢 進

上腕二頭筋i E E E l 日 半 呂 左 l　　　　
アキ レス腱反射

4 ) 姿勢異常 口無 口右 (

5 ) 関節拘縮 ロ無 口有 (部位 : )

4



1 所見 易 l

2 . 動作 引責醐の状況及び所見 (可能-0 不可能一 x を記入)
1 ) 下肢 ･ 体幹運動に関する項 目

No 項 目 判定

1 頚がすわる (壁位で胸部を支えても ら っ て、 頭を真っ直 ぐ区上げ 3 秒以上保持でき る )

2 横向 き に半分寝返 り をずる く臀部と 肩甲骨のいずれもが 、 球面か ら離れる )

3 寝返 り をずる く背臥位から腹臥位へ、 左右いずれかの一方ができれば可)

4 腹臥位で頭部を垂直に拳上でき る 砲秒以上)

5
床の上で、 後方か ら腰を支える と坐位を保持でき る (腰部 を両手で軽く 支えてやる と 、
手をつかずに、 坐位を 5秒灘 Pn等 でき る )

6 肘這いをする 腰部が殊につき 、 上肢を使って移動する )

7 介助 して坐 らせる と 、 床に手をつけ. ひ と り で坐 る ( 5 秒以上保持でき る )

8 介助 して坐 らせる と 、 手をつかずに、 ひ と り で坐る 砲秒以上)

9 自 分で、 臥位から坐位へ起き 上が る

10 手をつかずに、 ひ と り で坐っ て、 変 度後方の玩具に手を伸ばせる

1 1
四つ這いをする が、 下肢を交互に動かさず、 バニ｣ホ ッ プやシャ フ リ ング (い ざ り 這
い) をする

t

12 親等につかまっ て立ち上がれる ･

13 下肢を交互に動か して 、 四つ這いをする

14 こ たつや手す り 等につかまって 、 伝い歩き ができ る 伍 歩以上)

1 5 歩行補助具 (杖、 歩行器) を使って、 移動するが、 方向転酵t時に介助を要する

1 6 歩行補助具を使っ て 、 介助な しに移動する ･

1 7 介助があれば、 階段を上がれる

18 下肢裝呉をつけずに、 支持な しで、 立位を保持でき る ( 3 秒以上)

19 下肢嬢具をつけずに、 支持な しで、 10 歩、 歩ける

0 下肢裝具をつけずに、 10 歩 、 歩いて停止し、 転ばずにも と居た場所に戻っ て く る

2 1 床か ら立ち上が り 立位を と る

22 手す り を使って、 4段、 階段を上がれる (同 じ段に足をそろえずに)

23 手す り を使わずに 、 4 段、 階段を上がれる (同 じ段に足をそろえずに)

. ‐

2 ) ｢下肢 ･ 体幹運動に関す る頃剤 についての備考欄



- 所見"｣

No 項 目
･ 判 定

右 左

1 半にふれたも のをつかむ (明 らかな反射は除 く )

2 手を ロ に持ってい く

･

3 手を開 く こ と ができ る

4 玩具等を少 しの間、 握って遊ぶ

5 顔に掛けたハン滋チを と る
6 近く の も のを手を伸ばしてつかむ

7 玩具等を持ちかえる

8 哺乳瓶を 自分で持てる
g 小 さ なも の (乳児向けポーロ等) を親指 と 人差し指の指先でつまむ

･

10 スプーンが持てる ( 3 秒以上)
･

11 リ モ コ ンのボタ ンを押せる

12 知っ てい る ものを見て指できす

1 3 な ぐ り 書き をする

14 積み木を 1 つ積める
1 6 積み木を 2つか 8 つ積める
16 お箸が持てる

4 ) ｢上肢運動に関する項判 についての備考欄

6 ) 姿勢や移動状況 (坐位、 開立、 車椅子移乗等) が確認でき る全身の写真を写真貼付欄にの り づけ
して く ださい く複数枚可) 。 なお 、 写真の裏面に必ず氏名 、 生年月 日 を記入 して く ださい。

戸績ま、 踞師鴬切地纖附け婚期則れます爪 詠歎ある と嚇した ;場合は動画も可と します6
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l 検査 鱸 岬

検 査 結 果

頭部画像検査については、 以下に所見を記入の上、 あわせてフ ィ ルムまたは電子媒体の ロ ビ-を添付
して く ださい。 染色体検査、 血液検査、 その他の検査については、 以下に記入するか、 または検査デ｣
タ等の コ ビ-を貼付 して く ださい。 ロ ビ-を貼付した場合、 記入する必要はあ り ません。

検査が未巽施の場合は、 その理由 を必ず所定細に記入 して く ださい。

頭部画像検査箱

(MR I 又はCでを記入)
実 施 年 月 日 所 見

4

. ･
- ‐ '

･ ･ ･

･

. ･ --
2 . 染色体検査 ( Gバ ン ド検査)

実 施 年 月 日 結 果 (核型)

l … - ≦*染色体検査を実施 しなか っ た場合、 その理由 を彪堂記入 して く ださ い。



I 検査 ‐ a l

血 液 検 査 内 奏 実 施 年 月 日 検 査 結 果

血 算

WB C (/ # @) . -

◆

R B C (X10γ 杉 " . ･ ‘･

H b (g/磁) . ･

F L T (X 104/幻出" - -

肝 機 能

A S T (蟹江) は"" ･ . ･

A L T (GPT) ○鮒坊 ◆ -

L D H (田複) . ･

･

ア ンモニア (mg/鋤) . ･

血 液 ガ ス 分析

皸当に0 を付す 動脈 ･ 躬脈

p H ･ '

p鈑 (血Hの ･ . - ◆
の武仙欄が ･ ･ 一 ･

HC03 ℃圏q/" : :
B a8e Bxoess (盛り功 . ･

Anlon Gap (虚#の . -

乳 主 瓢mg/稠) ‘ ‐

ピ ル ビ ン 酸範g/盤) ‘ ‐

血 漿 ア ミノ 酸 分 析 損雑感驚ミ鰯
. ･

: , ･

(一項目 で も実施 し て いない場合は、 記入 し て く ださ い。 )

4 . 上記の検査以外に癸施 した検査 ( ク レア テ ンキナーゼ ( C K ) 、 ア イ ソザイ ム、 血清鰯、 脳波 、

頭部エ コ【箒があれば、 その 日付または年齢と検査結果を塑晝記入 し て く だ さ い。 )

8



神 経 学 的 所 見 及 び 臨 床 経 過

以下の各項割と記入の上、 あわせてN I O Uサマ リ -等、 診断 ･ 治療に関する記録の概要の コ ピ｢
及び頭部エコ-、 脳波、 聰性脳幹反応等の検査結果を添付 して く ださ い。

鴇 重度磁性麻痺に関する診断 ･ 治療経過サマ リ ー

　
　

!

1 ミ

2 . 診断副こお け る 中枢神経系の所見について、 鞍賀する項 目の□に し点を記入 し て く ださ い。
｢有｣ を選択 し た場合は、 ( ) 内に程度を記入 して く ださ い。

1 ) 意識障害 □無 □有 程度 ( )

2 ) 自 発運動 口無 口有 盪度 ( )

8 ) 除脳硬直 口無 口右 程度 ( )

4 ) 除皮質硬直 口無 口右 程度 ( )

6 ) 痙攣 口無 口有 程度 ( )

8 ) 瞳孔反応

0敞瞳 (散大) □無 □右 程度 ( )

0 固定 口無 口有 程度 ( )

0対光反射 口無 口右 程度 ( )

7 ) 注視 口無 口右

8 ) 追視 口無 口有

9 ) 咽頭反射 口無 口右 程度 く )

10) 自発呼吸 口無 口有 程度 ( 〕



l 重症 我J

11) 瀧下障害 □無 口有 強度 ( ) □ 不明

12) 薬物使用 口無 口有 ･

種類 {
18) 酸素使用 口無 口右 景 ( ) % ( ) @〆如血

夜間酸素使用 口無 口有

14) 気道処置 く加湿 ･ 吸引等) □無 口有

16) 気管内挿管 ･ 気管切開 口無 口有 種類 ( . )

16) 人工呼吸器の使用 口無 □有

17) 経管栄養 □無 口有 種類 ( )

a その他 (脳波、 聽性脳幹反応等)

10



写 真 及 び 検 査 デ ー タ 貼 付 欄

*検査結果 - 所見等には実施年月 日 が、 写真には 、 氏名 ･ 生年月 日が記入
されている こ と を確認 し 、 貼付 し て く ださ い。

11



写 真 及 び 検 査 デ ー タ 貼 付 欄

*検査結果 ･ 所見等には真髄年月 日 が、 写真には、 氏名 ･ 生年月 日 が記入

されてい る こ と を確認 し 、 貼付 して く だ さ い。

12



写 真 及 び 検 査 デ ー タ 貼 付 欄

*検査結果 ' 所見雛口菊嚢樋年月 日露 写真には 氏名 ･ 生年月 日が記入
されている こ と を輻議し、 貼付して く ださい。

18



踏料2 l

本書式は 、 産科医療補償制度の加入者と して補償認定請求の主体 と なる分娩機関が運営組織に対 して 、 児が下記補償対

象基準を満た してい る こ と を証明する書類です。 (標準補償約款第六条第三項 別表第三 ｢別表第一の補償対象基準を証
明する書類｣ )

記入欄に必要事項を記載 して 、 補償対象基準の う ち該当する いずれかの口に し点を付 し 、 それを証明する ための資料 と

し て診療録 ･ 助産録 ･ 検査データ 等を ご提出 く ださ い。

産科医療補償制度 補償対象基準に関する証明書

財団法人 日本医療機能評価機構 御中

児が産科医療補償制度の補償対象基準を満たす状態で出生 したこ と を下記の と お り 証明 します。

所在地

〔 年 月 蚕 〕　　　

こ÷子÷｢- 男 .可 狩 月 日
□ 出生体重が2粉D og以上であ り 、 かつ 、 在胎週数 (妊娠週数州都週以上であ る 。

在胎週数が28週以上であ り 、 かつ 、 次の く○又は (2 ) に該当する 。

くめ 鷲讓覆暮“盤鞭撻醗竪睾翳さ謝性アシ｣シス (酸性血症)
胎児心拍数モニターにおいて特に異常のなった症例で、 通常 、 前兆とな

るような低酸素状況が前置胎盤、 常位胎盤早期剥離. 子宮破裂 、 子癇 、

( 2) 臍帯脱出等によって起り 、 引き続き 、 次の イから八までのいずれかの胎
児心拍数パターンが認め られ 、 かつ 、 心拍数基線細変動の消失が認め

られる 。

イ 突発性で持続する徐脈

口 子宮収縮の60% 以上に出現する遅発一過性徐脈

′ ･ 子宮収縮の 60% 以上に出現する変動一過性徐脈

(注) 上幽記を証明玄る検査データ筆の竇糧が提出 されない場合、 原則 と して補償対象 と判勒する

こ と ができ ません。 なお、 検査デ-タ等の資料が提出でき ない場合でも 、 補償対象基準に

該当する と 判断でき る理由 があ る と き は、 運営組織まで別途ご連絡下 さ い。



l 資料3 l

原因分析報告書案作成マニュアル (案)

T . は じめに

本マニュ アルは、 原因分析を適正に行い、 児 ･ 家族お よび分娩機関に理解 しやすい原

因分析報告書案を作成する に あた り 、 報告書のひな形 と記載についての留意点をま と め

た も のです。 原因分析に携わ る産科医 ･ 助産師等は、 本マニ ュ アルに基づいて報告書案

を作成 して く ださい。

2 . 基本的な考え方

1 ) 原因分析は、 責任追及を 目 的 と する のではな く 、 ｢なぜ起こ ったか｣ な どの原因を

明 らかにする と と も に 、 同 じ よ う な事例の再発防止を提言する た めの も のであ る 。

2 ) 原因分析報告書は、 児 ･ 家族、 国民、 法律家等か ら見て も 、 分か り やす く 、 かつ信

頼でき る 内容 とす る。

3 ) 原因分析にあたっ ては、 分娩経過中の要因 と と も に、 既往歴や今回の妊娠経過等 、

分娩以外の要因について も検討する 。

4 ) 医学的評価にあたっ ては、 検討すべき 事象の発症時に視点を置き 、 その時点で行 う

妥当な分娩管理等は何か とい う観点で、 事例を分析す る 。

5 ) 原因分析報告書は、 産科医療の質の向上に資する も のであ る こ と が求め られてお り 、

既知 の結果か ら振 り 返る事後的検討も行って 、 再発防止に向けて改善につなが る と

考え られる服題が見つかれば、 それを指摘する 。

‐ 1 ‐



平成00年0月 00 日

原因分析報告書のひな形

産科医療補償制度

原因分析 委 員会

0ひな形に沿った構成と する 。

0字体、 文字の大き さ 、 行間 、 字間な ど読みやす割こ も配慮 した体裁 とする 。

○医学用語は略さずに記載する ,

0医学用語は 日 本産科婦人科学会用語集に準拠 して統一する 。

0英文標記は最小限に留め る 。 略語を使用する場合は、 最初の記載時には略 さ ない表
　 　

視を示す。

○でき るだけ医療従事者以外に も理解でき る よ う な表現を心がけ る ,

0事例は ｢本症例』 でな く ｢本事例｣ と 表現する 。

0推測 される 、 推察 される 、 判断されるな ど、 統一 した表現 と する 。 (具体的な表現に

ついては今後検討)

0原因であ る可能性が高い 、 原因であ る と 考 え られる 、 原因であ る な ど 、 統一 した表

現 とする 。 (具体的な表現については今後検討)

0経時的に妊産婦の状態 と ｢診療行為や助産行為｣ (以下 ｢診療行為｣ と 記載する ) な

どを記載する 。

0年号表記は、 粒暦 と する 。 時間表記は、 ｢午前00 ; ○○｣ 、 ｢午後00 : 00｣ と す

る 。

0アプガ-ス コアの表記は、 アプガ-ス コ ア ｢0点 ( 1 分後) /0点 ( 6 分後) ｣ とす

. る 。

0検査値は基準値を記載する と と も に 、 でき るだけ数値に対する臨床判断も記載する 。

0薬剤名 は原則 と して商品名で記載 し、 最初に一般名 を括弧内に示す (⑪は不要) 。 ま

た、 でき るだけその使用 目 的がわかる よ う に簡単な説明を加える 。 例えば、 ボス ミ お

くエ ビネプ リ ン、 昇庄藥) 。



1 . 原因分析報告書の位置づけ ･ 目 的

産科医療補償制度は 、 分娩に関連 して発症 した重度脳性麻痺児 と その家族に 、 速やか

に経済的補償を提供する こ と をと加えて、 事例の原因分析を行い、 将来の同 じ よ う な事例

の発生の防止に役立つ情報を提供する こ と な ど Iこ よ り 、 紛争の防止 ･ 早期解決、 産科医

療の質の向上を図 る こ と を 目 的 と して創設されま した。

こ の報告書は、 原因分析委員会において医学的な観点で原因を検鉦 ･ 分析 した結果を

記載する と と も "こ 、 今後の産科医療の質の向上のために、 同 じ よ う な事例の再発防止策

等の提言を行 う も のです。

2 , 事例の概要

0分娩機関か ら提出 された、 診療録 ･ 助藤緑、 分娩経過表 (パル ト グラ ム) 、 手術期録、
看護記録、 患者に行った説閉の記録 と 同意書 、 他の医療機関か ら の紹介状等、 外来
お よび入院中に実施した血液検査 - 分娩監視装置等の記録を も と に 、 以下の項 目 に

関 して整理する 。

1 ) 妊産婦に関する基本情報

( 1 ) 氏名 、 年齢、 身長、 非妊時体重、 嗜好品 (飲酒、 喫煙) 、 ア レルギ｣等

( 2 ) 既往歴

( 3 ) 妊娠分娩歴 ; 婚姻歴、 妊娠 ･ 分娩 ･ 流早産回数、 分娩様式、 帝王切開の既往

等 .

2 ) 今回の妊娠経過

ね ) 分娩予定 日 : 決定方法、 不妊治療の有無

( 2 ) 健診記録 : 健診年月 日 、 妊娠週数、 子宮底長、 腹囲、 血圧、 尿生化学検査 (糖、
蛋白 ) 、 浮腫、 体重、 胎児心拍数、 内診所見、 問診 (特記すべき主訴) 、 保健

指導等

( 3 ) 母体情報 ; 産科合併症の有無、 偶発合併症の有無等

( 4 ) 胎児お よび付属物情報 調合児数、 自賛位、 発育、 胎児形態異常 、 胎盤位置、 臍
帯異常 、 羊水量、 胎児健康状態 (胎動 、 胎児心拍数等) 等

( 6 ) 転院の有無 : 転院先施設名等

8 ) 分娩のための入院時の状況

( 1 ) 母体所見 : 入院 日 時、 妊娠週数、 身体所見 (身長、 体重、 血圧 、 体温等) 、



問診 (主訴) 、 内診所見 、 陣痛の有無、 破水の有無、 出血の有無、 保健指導等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍数 ( ド ップラーまたは分娩監視装置の記録) 、 胎位等

( 3 ) その他 l 本人家族への説明内容等

4 ) 分娩経過

{ ○以下の項目 に関して 、 分娩第 1 期、 分娩第 2 期 、 分娩節期について継時的に増する 。

( 1 ) 母体所見 : 陣痛 く開始時間 、 状態) 、 破水 ( 日 時、 羊永の性状、 自 然 ･ 人工) 、

出血、 内診所見、 血圧 ･ 体温等の一般状態、 食事摂取、 排泄等

( 2 ) 胎児所見 : 心拍数 (異常所見瀉よびその対応を含む) 、 回旋等

( 3 ) 分娩誘発 ･ 促進の有無 ; 器械的操作 (ラ ミ ナ リ ア法、 メ ト ロ イ リ -ゼ法等) 、

薬剤 (薬剤の種類、 投与経路、 投与量等) 等

( 4 ) その他 : 観察者の職種、 付き添い人の有無等 、

( 5 ) 児 ･ 胎盤 拂出状況 ; 婉麗 日 時、 娩出方法 (縫膣自然分娩、 ク リ ステ レル圧出

法、 吸引分娩、 鉗予分娩、 帝王切開) 、 分娩所要時間 、 羊水混濁、 胎盤娩出様

式、 胎盤 ･ 臍帯所見、 出血量、 会陰所見、 無病分娩の有無等

6 ) 産褥期の経過

母体の経過 : 血圧 ･ 体温等の一般状態、 子宮復古状態、 浮腫、 乳房の状態、 保健

指導等、

　　　　　　　　　　　　　　 　
体温、 脈拍 ･ 呼吸等の一般状態、 臍帯動脈血ガス分析値、 出生時蘇生術の有

無 (酸素授与 、 マ ス ク換気、 気管挿管、 心マ ッサ-ジ、 薬剤の使用等) 等 l
( 2 ) 診断 : 新生児仮死 (重症 ･ 中等症) 、 胎便吸引症候群 (MA S ) 、 呼吸窮迫症僕 l

群 (R D S ) 、 頭蓋内出血 ( I C H) 、 頭血腫、 先天異常、 低血糖、 高 ビ リ ル ー
ビン血症、 感染症、 新生児けいれん等 !

( 3 ) 治療 ! 人工換気、 薬剤の投与 (昇圧剤、 抗けいれん剤等〕 等 川
( 4 ) 退院時の状態 : 身体計測値、 栄養方法 、 哺乳状態、 糖の状態、 退院年月 日 、

新生児搬送の有無、 搬送先施設名筆 話
( 6 ) 新生児代謝ス グ リ ｣ニング結果

( 6 ) 新生児に関する保健指導 -

7 ) 診療体制等に関する情報

0分娩機関か ら提出 された、 診療体制等に関する情報を も と に要点を ま と め記載する 。

0分娩機関において 、 原因分析 ･ 再発防止な どが行われてい る場合はその内容につい

て も記載する 。



8 ) 分娩機関か ら児 ' 家族への説明

0分娩経過、 処置等についての説明および、 新生児の状態 と児への対応等についての

説明をま と め記載する 。

9 ) 児 ･ 家族か ら の情報

0児 ･ 家族か ら提出 された 、 原因分析に係る意見書を も と に要点を ま と め記載する 。

( 1 ) 児 ･ 家族か らみた妊娠、 分娩の経過

( 2 ) 分娩で感 じたこ と 、 疑問や説明 してほ しい こ と

( 3 ) その他、 ご意見

0分娩機関か ら の情報 と児 ･ 家族か ら の情報に不明な点があ る場合は、 両者か ら追加
情報を と る な ど 、 十分な情報収集に努め る 。

3 , 脳性麻痺発症の原因

0 事例の概要に基づいた脳性麻痺発症原因の考察

2 ) 鯖輸

0原因分析にあたっ ては、 分娩前を含め考え られるすべての要因について検討する

こ と が重要であ り 、 複数の原因が考え られる場合には、 その よ う ;こ記載する 。 ま た、

原因が特定でき ない場合や原因が不明 の場合は、 その よ う に記載する 。

○原因分析は、 日 本産科婦人科学会 ･ 日 本産婦人科医会監修の ｢産婦人科診療ガイ

ドラ イ ン産科編J や米国産婦人科学会 (A C O G ) 特別委員会が定めた ｢脳性麻

痺を起こすのに十分なほ どの急性の分娩中の 出来事を定義する診断基準｣ 等 、 科

学的エ ビデンスに基づいた資料を参考に行 う 。 なお 、 特定の文献の内容のみに基

づいて分析を行 う のではな く 、 これら の資料を参考に しつつ 、 分娩経過の中で起

こ った様々 な事象を も と に 、 総合的に分析を行 う 。
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4 . 臨床経過に関する医学的評価

0本事例の分娩経過お よび管理について医学的評価を記載する , その際、 妊娠中の

管理等 も含めて検討する 。

○結果を知っ た上で振 り 返っ て診療行為を評価する のではな く 、 診療行為を行った

時点での判断に基づいて、 医学的観点か ら評価す る 。

0医学的評価にあたっては 、 診療行為のみではな く 、 背景要因や診療体制を含めた

様々 な観点か ら事例を検討する 。 これ ら の評価は、 当該分娩機関におけ る事例発

生時点の設備や診療体制の状況を考慮 して行 う 。 ま た、 当該分娩機関に開いて、

本事例についての原因分析や再発防止策が行われている場合は 、 それ も含めて考

察する 。 ･ ･

0 こ の評価は法的判断を行 う も のでないため 、 当事者の法的責任の有無に繋が る よ

う な文言は避け、 医学的評価について記載する 。 その際、 具体的根拠を示す必要

があ る 。

○分娩機関か ら提出 された診療録 ･ 励磁銀、 検査デ-タ等 と児 ･ 家族か ら の情報が

異な る場合には 、 それぞれの視点よ り 分析を行い評価 し 、 記載する 。 両論併記 と

する こ と も あ る 。
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5 . 今後の産科医療向上のために検討すべき事項

“ 診療行為につ いて検討すべき事項

2 ) 設備や診療体制について検討すべ旨事項

3 ) 産科医療体制について検討すべき事項

0結果を知っ た上で分娩経過を振り 返る事後的検討を行い 、 実際に行われた診療行

為を勘案して 、 再発防止策等を記載する 。

0今後の産科医療向上のた めに検討すべき事項について は、 当該分娩機関において 、

実施困難であ る方策も含まれ る こ と になる が 、 結果を知っ た上での さかのぼって

の判断であ る ので 、 前項の ｢臨床経過に関す る 医学的評価j と は全 く 違っ た視点

か ら の検討であ る こ と を明記する 。

0再発防止の視点か ら 、 当 該分娩機関の人員配置、 設備、 運用方法等のシステムの

問題点を検討し 、 シス テムで改善でき る と 思われる点があれば記載する 。

0現時点での診療環境下において も対応可能な再発防止策 と 、 診療体制の改善を も

含め今後の対応に期待する再発防止策を明確に区分して記載する 。
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※医学的評価につ いては以下の視点か ら行 う 。

0妊娠中お よび分娩中の諸診断についての評価

治療や処置を行 う 根拠 と なった診断、 状況把握について評価する 。

･ 診断、 状況把握のための検査、 処置等の内容、 およびこれ ら が行われた時期に

ついて評価する 。

･ 当該分娩機関のおかれた状況下での対応について評価する 。

0診療行為の選択について の評価

弱Uの診療行為の選択肢、 あ る いは診療行為を行わない と い う 選択肢が存在 し光

かど う か、 ま た、 選択 された診療行為が妥当であったか と い う 観点で評価する 。

･ 診療行為が妥当 であっ たかど う かは、 学会等で示 される ガイ ド ラ イ ンや、 当時、

一般に行われていた診療行為を基準 と して判断する 。 ただ し 、 妊産婦の個別性、

医師 ･ 助産師等の経験、 診療に関する社会的制約等も考慮 して評価する 。

○診療行為の手技等についての評価

実施された診療行為の手技や手法について評価する 。

0妊産婦管理の評価

変化する妊産婦の状況に対して、 経過観察、 管理が妥当 に行われたかど う か評価

する 。

用語の説明

以上の本文に加えて 、 一般の人にわか り やすい よ う に用語について説明 を加え る ,


